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【事例１】（独立価格比準法を用いる場合） 
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≪前提条件≫ （省 略） 

≪移転価格税制上の取扱い≫ （省 略） 

≪解説≫ 

【事例１】（独立価格比準法を用いる場合） 

≪ポイント≫ （同 左） 

≪前提条件≫ （同 左） 

≪移転価格税制上の取扱い≫ （同 左） 

≪解説≫ 
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［図１：独立企業間価格の算定方法の選定の流れ（比較可能性分析の例）］ 
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［図１：独立企業間価格の算定方法の選定の流れ（比較可能性分析の例）］ 
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・各算定方法の長所及び短所 ・国外関連取引の内容等に対する各算定方法の適合性 

・比較対象取引の選定に必要な情報の入手可能性 

・国外関連取引と非関連者間取引との類似性の程度（比較可能性）（措置法通達 68の 88(3)-3に掲げる諸

要素の類似性を勘案して判断） 

国外関連取引の内容等の検討 

【検討するポイント】（連結指針 4-1 及び措置法通達

68の 88(2)-1） 

・国外関連取引に係る資産の種類、役務の内容等 

・連結法人及び国外関連者が果たす機能 

・国外関連取引に係る契約条件 

・国外関連取引に係る市場の状況 

・連結法人及び国外関連者の事業戦略等 

 

・措置法施行規則第 22 条の 74 第 1 項第 1

号に掲げる書類（連結指針 3-4(2)） 

・措置法施行規則第 22 条の 74 第 1 項第 2

号に掲げる書類（連結指針 3-4(3)） 

・その他の書類（連結指針 3-4(4)） 

内部の非関連者間取引及び外部の非関連者間取引に係る情報源の検討 

 ※ 外部に存在する情報源については、その種類・内容、得られる情報の精度等を検討する。 

比
較
対
象
取
引
の
選
定
に
係
る
作
業 

上記までの検討の結果に基づき最も適切な方法を選定 

PS 法 RP法又は CP法 TNMM CUP法 

基本三法の適用における比較可能性が十分である場合は、基本三法を選定（CUP 法の

適用における比較可能性が十分である場合は、CUP法を選定）（連結指針 4-2） 
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改  正  後 改  正  前 

３ …………………原価基準法の適用における比較可能性が十分であるとき（措

置法施行令第 39 条の 112 第 5 項又は第 6 項に規定する「財務省令で定める場

合」に該当することにより措置法施行規則第 22条の 74第 2項（同条第 4項に

おいて読み替えて準用する場合を含む。）に規定する中央値による調整を行う

ことができるときを含む。）には、同様の長所を踏まえて再販売価格基準法又

は原価基準法を選定することになる（連結指針 4‐2）。 

…………………及び【事例９】（ディスカウント・キャッシュ・フロー法）

参照。）。 

 

（参考１）独立企業間価格の算定方法 

３ …………………原価基準法の適用における比較可能性が十分であるときに

は、同様の長所を踏まえて再販売価格基準法又は原価基準法を選定することに

なる（連結指針 4‐2）。 

 

 

 

……………………参照。）。 

 

 

（参考１）独立企業間価格の算定方法 
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改  正  後 改  正  前 
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改  正  後 改  正  前 

（参考２）…………………………… 

(1) …………………………… 

イ～ニ （省 略） 

ホ ディスカウント・キャッシュ･フロー法 

ディスカウント・キャッシュ・フロー法（Discounted Cash Flows 

Method：DCF法）は、国外関連取引に係る資産（例えば、無形資産）の

使用その他の行為により生ずる各事業年度の予測利益の金額（措置法

施行令第 39 条の 112 第 7 項第 6 号に規定する利益の額として当該販

売又は購入の時に予測される金額をいう。以下【事例１】、【事例９】

及び【事例２４】において同じ。）について、合理的と認められる割引

率を用いることにより、当該国外関連取引が行われた時の現在価値と

して割り引いた金額を合計して独立企業間価格を算定する方法であ

る。この方法は、例えば、国外関連取引に係る比較対象取引を見いだ

すことが困難な場合で、国外関連取引の形態やその内容等から利益分

割法を適用できないときに有用となり得る算定方法であるが、予測利

益の金額のような不確実な要素を用いて独立企業間価格を算定する方

法であるから、最も適切な方法の候補がディスカウント・キャッシュ・

フロー法を含めて複数ある場合には、ディスカウント・キャッシュ・

フロー法以外の候補である算定方法の中から最も適切な方法を選定す

ることとなる（連結指針 4‐3）。 

なお、独立企業間価格を算定するための前提となる事項について、

検証可能で合理的な情報を入手することができない場合には、この方

法を適用することはできないことに留意する。 

(2) …………………………… 

   …………………………… 

イ・ロ （省 略） 

（参考２）…………………………… 

(1) …………………………… 

イ～ニ （同 左） 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) …………………………… 

   …………………………… 

イ・ロ （同 左） 
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改  正  後 改  正  前 

ハ …………………【事例１７】………………… 

(3) …………………………… 

   …………………………… 

イ …………………生ずる………………… 

ロ …………………生ずる………………… 

ハ （省 略） 

(4) …………………………… 

   …………………生ずる…………………4‐4………………… 

   また、所要の調整を行ってもなお定量的に把握することが困難な差異

が存在する場合であっても、調整済割合（措置法施行規則第 22 条の 74

第 1項（同条第 3項において読み替えて準用する場合を含む。）に規定す

る調整済割合をいう。【事例１０】において同じ。）に対する当該差異の

影響が軽微であると認められるときは、中央値（措置法施行規則第 22条

の 74第 2項（同条第 4項において読み替えて準用する場合を含む。）に

規定する中央値をいう。以下同じ。）による調整を行うことができること

に留意する。 

   ただし、国外関連取引に係る比較対象取引が存在する場合には、当該

比較対象取引を用いるのであって、中央値による調整を行うことはでき

ないことに留意する。 

 

（参考３）基本三法に準ずる方法 

…………………………… 

 

［基本三法に準ずる方法の例］ 

(1)～(4) （省 略） 

(5) …………………………… 

ハ …………………【事例１６】………………… 

(3) …………………………… 

   …………………………… 

イ …………………生じる………………… 

ロ …………………生じる………………… 

ハ （同 左） 

(4) …………………………… 

   …………………生じる…………………4‐3………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考３）基本三法に準ずる方法 

…………………………… 

 

［基本三法に準ずる方法の例］ 

(1)～(4) （同 左） 

(5) …………………………… 
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改  正  後 改  正  前 

（注）…………………4‐8）。 

 

４ …………………………… 

  …………………同 68 の 88(8)‐3…………………同 68 の 88(8)‐5…………

………同 68の 88(8)‐6…………………同 68の 88(8)‐7………………… 

  …………………売手又は買手…………………4‐7）。 

 

  …………………………… 

 

（参考）…………………………… 

…………………………… 

 

（注）…………………4‐5）。 

 

４ …………………………… 

  …………………同 68 の 88(7)‐2…………………同 68 の 88(7)‐4…………

………同 68の 88(7)‐5…………………同 68の 88(7)‐6………………… 

  …………………措置法通達 68 の 88(3)‐3 の(注)1 の売手又は買手…………

………4‐4）。 

  …………………………… 

 

（参考）…………………………… 

…………………………… 
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改  正  後 改  正  前 

   

比較対象

取引候補 

［図２：比較対象取引の選定に係る作業において考慮する点（例）］ 

比較対象取引候補の選定に用いる資料（例示） 

● 連結法人又は国外関連者の取引資料（内部情

報） 

● 企業情報データベース（外部情報） 

● 同業者団体等からの業界情報（外部情報） 

● その他の情報（外部情報） 

● 措置法第 68条の 88第 17項及び第 18項に基づ

き同業者に対して行った質問・検査から得られ

る情報（外部情報） 

（比較可能性の検討要素の例） 

棚卸資産の種類、役務の内容
等 

政府の政策の影響 

取引段階、取引規模、取引

時期 

契約条件 

その他特殊状況 

売手又は買手の果たす機能 

売手又は買手の使用する

無形資産 

売手又は買手の事業戦略 

市場の状況 

売手又は買手の負担する

リスク 

・国外関連取引に係る棚卸資産の物理的特徴や役務の
性質等が同種又は類似か等 

・取引の行われる市場は類似しているか 

（小売か卸売か、一次卸か二次卸か、取引規模や取
引時期の相違があるか、価格や利益率等に影響を
与える政府の政策(価格規制等）があるか等も考慮
する) 

・貿易条件、決済条件、返品条件、契約更改条件等の
相違があるか等 

・売手又は買手の行う研究開発、マーケティング、ア
フターサービス等の機能に相違があるか等 

（売手又は買手が負担するリスクや、取引において
使用する無形資産の内容も考慮する） 

・売手や買手の市場開拓・浸透政策等の事業戦略や
市場参入時期に相違があるか等 

・比較対象とすることが合理的と認められない特殊
な状況（倒産状況等）があるか等 

・非関連者間取引か 
・適切な取引単位の価格データ又は利益率算定の    
ためのデータを入手できるか 

・選定しようとする算定方法が国外関連取引の内 
容等に適合する方法であり、その適用のために利
用できる情報か 

比較対象

取 引 

 

比較対象

取引候補 

［図２：比較対象取引の選定に係る作業において考慮する点（例）］ 

比較対象取引候補の選定に用いる資料（例示） 

● 連結法人又は国外関連者の取引資料（内部情

報） 

● 企業情報データベース（外部情報） 

● 同業者団体等からの業界情報（外部情報） 

● その他の情報（外部情報） 

● 措置法第 68条の 88第 11項及び第 12項に基づ

き同業者に対して行った質問・検査から得られ

る情報（外部情報） 

（比較可能性の検討要素の例） 

棚卸資産の種類、役務の内容
等 

政府の政策の影響 

取引段階、取引規模、取引

時期 

契約条件 

その他特殊状況 

売手又は買手の果たす機能 

売手又は買手の使用する

無形資産 

売手又は買手の事業戦略 

市場の状況 

売手又は買手の負担する

リスク 

・国外関連取引に係る棚卸資産の物理的特徴や役務の
性質等が同種又は類似か等 

・取引の行われる市場は類似しているか 

（小売か卸売か、一次卸か二次卸か、取引規模や取
引時期の相違があるか、価格や利益率等に影響を
与える政府の政策(価格規制等）があるか等も考慮
する) 

・貿易条件、決済条件、返品条件、契約更改条件等の
相違があるか等 

・売手又は買手の行う研究開発、マーケティング、ア
フターサービス等の機能に相違があるか等 

（売手又は買手が負担するリスクや、取引において
使用する無形資産の内容も考慮する） 

・売手や買手の市場開拓・浸透政策等の事業戦略や
市場参入時期に相違があるか等 

・比較対象とすることが合理的と認められない特殊
な状況（倒産状況等）があるか等 

・非関連者間取引か 
・適切な取引単位の価格データ又は利益率算定の    
ためのデータを入手できるか 

・選定しようとする算定方法が国外関連取引の内 
容等に適合する方法であり、その適用のために利
用できる情報か 

比較対象

取 引 
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改  正  後 改  正  前 

図３：（省 略） 

５ …………………………… 

  また、四以上の比較対象取引（措置法施行規則第 22条の 74第 2項（同条第

4項により読み替えて準用する場合を含む。）に規定する「四以上の比較対象取

引」をいう。以下同じ。）に係る調整済割合（同条第 1 項（同条第 3 項におい

て読み替えて準用する場合を含む。）に規定する調整済割合をいい、措置法施

行令第 39条の 112第 5項、第 6項並びに第 7項第 1号イ、同号ハ(1)及び第 2

号から第 5号までに規定する「財務省令で定める場合」に該当する場合に計算

されるものに限る。以下５及び【事例３０】において同じ。）につき、最も小

さいものから順次その順位を付し、その順位を付した調整済割合の個数の 100

分の 25 に相当する順位の割合から当該順位を付した調整済割合の個数の 100

分の 75 に相当する順位の割合までの間にある割合を用いて当該国外関連取引

の対価の額が算定されている場合の当該国外関連取引についても同様の取扱

いとすることに留意する（連結指針 4‐6）。 

  なお、上記の「100 分の 25 に相当する順位の割合」及び「100 分の 75 に相

当する順位の割合」は、移転価格の実務において通常用いられている四分位の

計算方法である、いわゆる「Excel 方式」や「IRS 方式」によって計算するこ

とができる。 

  他方………………… 

  このため、連結指針 3‐2(1)の検討においては、必要に応じていわゆる四分

位法によるレンジ等を活用することが適切な場合もあることに留意する。 

 

 

 

６ …………………………… 

・ 納税者が、独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として

図３：（同 左） 

５ …………………………… 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他方………………… 

  このため、連結指針 3‐2(1)の検討においては、必要に応じて四分位法によ

るレンジ等を活用することが適切な場合もあることに留意する。 

(注) 一般的に四分位法によるレンジとは、総データの第 1四分位と第 3四分

位から成る幅をいう。 

 

６ …………………………… 

・ 納税者が、独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として
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改  正  後 改  正  前 

財務省令に定めるもの（措置法第 68条の 88第 6項に規定するものをいい、

同条第 7項の規定の適用があるものを除く。）、同条第 11項に規定する同時

文書化対象国外関連取引に係る独立企業間価格（同条第 8 項本文の規定に

より独立企業間価格とみなされる金額を含む。）を算定するために重要と認

められる書類として財務省令で定めるもの若しくは同条第 14項に規定する

同時文書化免除国外関連取引に係る独立企業間価格（同条第 8 項本文の規

定により独立企業間価格とみなされる金額を含む。）を算定するために重要

と認められる書類として財務省令に定めるもの又はこれらの写し（以下６に

おいて「移転価格文書」という。）について、…………………（措置法第 68

条の 88 第 12 項・第 14 項・第 17 項・第 18 項、措置法施行規則第 22 条の

74第 5項・第 10項・第 11項）。 

・ …………………第 68条の 88第 16項）。 

…………………移転価格文書………………… 

 

 

…………………………… 

財務省令に定めるもの、独立企業間価格を算定するために重要と認められる

書類として財務省令に定めるもの又はこれらの写しについて、………………

…（措置法第 68条の 88第 8項・第 9項・第 11項・第 12項、措置法施行規

則第 22条の 74第 1項・第 5項・第 6項）。 

 

 

 

 

 

 

 

・ …………………第 68条の 88第 10項）。 

…………………独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類

又は独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類………………

… 

…………………………… 

【事例４】（独立価格比準法に準ずる方法を用いる場合） 

≪ポイント≫ （省 略） 

≪前提条件１：棚卸資産の売買取引の場合≫ 

…………………………… 

（連結法人及び国外関連者の事業概況等） 

…………………………… 

（国外関連取引の概要等） 

…………………全て………………… 

（連結法人及び国外関連者の機能・活動等） 

…………………………… 

【事例４】（独立価格比準法に準ずる方法を用いる場合） 

≪ポイント≫ （同 左） 

≪前提条件１：棚卸資産の売買取引の場合≫ 

…………………………… 

（連結法人及び国外関連者の事業概況等） 

…………………………… 

（国外関連取引の概要等） 

…………………すべて………………… 

（連結法人及び国外関連者の機能・活動等） 

…………………………… 
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改  正  後 改  正  前 

（市場の状況その他） 

…………………………… 

≪移転価格税制上の取扱い≫ 

（比較可能性分析に基づく検討） 

…………………………… 

・ …………………………… 

・ …………………………… 

・ …………………全て………………… 

・ …………………………… 

・ …………………………… 

（独立企業間価格の算定方法の選定） 

…………………………… 

≪解説≫ （省 略） 

 

≪前提条件２：金銭の貸借取引の場合≫ 

…………………………… 

≪移転価格税制上の取扱い≫ 

（比較可能性分析に基づく検討） 

…………………………… 

・ …………………………… 

・ …………………………… 

・ …………………3‐8(1) ………………… 

・ …………………3‐8(2) ………………… 

（独立企業間価格の算定方法の選定） 

…………………3‐8(2) ………………… 

≪解説≫ 

（市場の状況その他） 

…………………………… 

≪移転価格税制上の取扱い≫ 

（比較可能性分析に基づく検討） 

…………………………… 

・ …………………………… 

・ …………………………… 

・ …………………すべて………………… 

・ …………………………… 

・ …………………………… 

（独立企業間価格の算定方法の選定） 

…………………………… 

≪解説≫ （同 左） 

 

≪前提条件２：金銭の貸借取引の場合≫ 

…………………………… 

≪移転価格税制上の取扱い≫ 

（比較可能性分析に基づく検討） 

…………………………… 

・ …………………………… 

・ …………………………… 

・ …………………3‐7(1) ………………… 

・ …………………3‐7(2) ………………… 

（独立企業間価格の算定方法の選定） 

…………………3‐7(2) ………………… 

≪解説≫ 
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改  正  後 改  正  前 

１・２ （省 略） 

 

３ …………………………… 

 

…………………………… 

１・２ （同 左） 

 

３ …………………………… 

 

…………………………… 

【事例５】（原価基準法に準ずる方法と同等の方法を用いる場合） 

≪ポイント≫ （省 略） 

≪前提条件≫ （省 略） 

≪移転価格税制上の取扱い≫ 

【事例５】（原価基準法に準ずる方法と同等の方法を用いる場合） 

≪ポイント≫ （同 左） 

≪前提条件≫ （同 左） 

≪移転価格税制上の取扱い≫ 

 

③ 

② 連結指針 3-8(2)の利率による方法： 
(貸手の銀行調達利率による方法) 

連結指針 3-8(3)の利率による方法： 
(国債等の運用利率による方法) 

 

[ 図 ] 

独立価格比準法と同等の方法 

又は 

原価基準法と同等の方法 

⇒ 市場金利を使用 

⇒ 市場金利を使用 

⇒ 市場金利を使用 

⇒ 実際の取引金利を使用 

① 連結指針 3-8(1)の利率による方法： 
(借手の銀行調達利率による方法) 

（基本三法と同等の方法） 

（基本三法に準ずる方法と同等の方法） 

 

③ 

② 連結指針 3-7(2)の利率による方法： 
(貸手の銀行調達利率による方法) 

連結指針 3-7(3)の利率による方法： 
(国債等の運用利率による方法) 

 

[ 図 ] 

独立価格比準法と同等の方法 

又は 

原価基準法と同等の方法 

⇒ 市場金利を使用 

⇒ 市場金利を使用 

⇒ 市場金利を使用 

⇒ 実際の取引金利を使用 

① 連結指針 3-7(1)の利率による方法： 
(借手の銀行調達利率による方法) 

（基本三法と同等の方法） 

（基本三法に準ずる方法と同等の方法） 
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改  正  後 改  正  前 

（比較可能性分析に基づく検討） 

(1) （省 略） 

(2) 役務提供取引 

…………………………… 

・ …………………………… 

・ …………………………… 

・ …………………3‐11(2)）。 

（独立企業間価格の算定方法の選定） 

…………………………… 

≪解説≫ 

１・２ （省 略） 

 

３ …………………措置法通達 68の 88(8)‐6………………… 

  …………………3‐11(2)）。 

  …………………3‐11(2)(注)………………… 

 

４ …………………………… 

（比較可能性分析に基づく検討） 

(1) （同 左） 

(2) 役務提供取引 

…………………………… 

・ …………………………… 

・ …………………………… 

・ …………………3‐10(2)）。 

（独立企業間価格の算定方法の選定） 

…………………………… 

≪解説≫ 

１・２ （同 左） 

 

３ …………………措置法通達 68の 88(7)‐5………………… 

  …………………3‐10(2)）。 

  …………………3‐10(2)(注)………………… 

 

４ …………………………… 
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改  正  後 改  正  前 

  

【事例６】（取引単位営業利益法を用いる場合） 

≪ポイント≫ （省 略） 

≪前提条件１：棚卸資産の売買取引の場合（売上高営業利益率を利益指標とする方

法が最も適切な場合）≫ 

…………………………… 

【事例６】（取引単位営業利益法を用いる場合） 

≪ポイント≫ （同 左） 

≪前提条件１：棚卸資産の売買取引の場合（売上高営業利益率を利益指標とする方

法が最も適切な場合）≫ 

…………………………… 

 

役務提供の目的等からみて、本来の
業務に付随した役務提供かどうか。 

（連結指針 3‐11(2)（注）） 

役務提供に要した費用が法人又は国
外関連者の原価又は費用の総額の相
当部分を占めるかどうか。 

（連結指針 3‐11(2)（注）1） 
 

（事務運営指針 2－9（注）イ） 

役務提供を行う際に無形資産を使用
したかどうか。 

（連結指針 3‐11(2)（注）2） 

[ 図 ] 

Yes 

「
総
原
価
の
額
＝
独
立
企
業
間
価
格
」
の
取
扱
い
な
し 

No 

No 

Yes 

Yes 

（注）国外関連者との間で、棚卸資産の売買取引と役務提供取引を行っている場合に

は、双方について移転価格税制上の問題があるか否かを検討する必要がある。 

 

役務提供の目的等からみて、本来の
業務に付随した役務提供かどうか。 

（連結指針 3‐10(2)（注）） 

役務提供に要した費用が法人又は国
外関連者の原価又は費用の総額の相
当部分を占めるかどうか。 

（連結指針 3‐10(2)（注）1） 
 

（事務運営指針 2－9（注）イ） 

役務提供を行う際に無形資産を使用
したかどうか。 

（連結指針 3‐10(2)（注）2） 

[ 図 ] 

Yes 

「
総
原
価
の
額
＝
独
立
企
業
間
価
格
」
の
取
扱
い
な
し 

No 

No 

Yes 

Yes 

（注）国外関連者との間で、棚卸資産の売買取引と役務提供取引を行っている場合に

は、双方について移転価格税制上の問題があるか否かを検討する必要がある。 
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改  正  後 改  正  前 

≪移転価格税制上の取扱い≫ 

（比較可能性分析に基づく検討） 

…………………………… 

・ …………………………… 

・ …………………………… 

・ …………………………… 

・ …………………【事例１１～１６】………………… 

・ …………………………… 

・ …………………………… 

（独立企業間価格の算定方法の選定） 

…………………………… 

 

≪前提条件２：棚卸資産の売買取引の場合（営業費用売上総利益率を利益指標とす

る方法が最も適切な場合）≫ 

…………………………… 

≪移転価格税制上の取扱い≫ （省 略） 

≪解説≫ 

１ （省 略） 

 

２ …………………………… 

  …………………4‐11）。 

  …………………4‐11(注)）。 

 

３・４ （省 略） 

 

≪前提条件３：無形資産の使用許諾取引の場合≫ 

≪移転価格税制上の取扱い≫ 

（比較可能性分析に基づく検討） 

…………………………… 

・ …………………………… 

・ …………………………… 

・ …………………………… 

・ …………………【事例１０～１５】………………… 

・ …………………………… 

・ …………………………… 

（独立企業間価格の算定方法の選定） 

…………………………… 

 

≪前提条件２：棚卸資産の売買取引の場合（営業費用売上総利益率を利益指標とす

る方法が最も適切な場合）≫ 

…………………………… 

≪移転価格税制上の取扱い≫ （同 左） 

≪解説≫ 

１ （同 左） 

 

２ …………………………… 

  …………………4‐8）。 

  …………………4‐8(注)）。 

 

３・４ （同 左） 

 

≪前提条件３：無形資産の使用許諾取引の場合≫ 
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改  正  後 改  正  前 

…………………………… 

≪移転価格税制上の取扱い≫ （省 略） 

≪解説≫ 

１・２ （省 略） 

 

３ …………………………… 

  …………………………… 

（注）…………………3‐14）。 

 

４ （省 略） 

…………………………… 

≪移転価格税制上の取扱い≫ （同 左） 

≪解説≫ 

１・２ （同 左） 

 

３ …………………………… 

  …………………………… 

（注）…………………3‐13）。 

 

４ （同 左） 

【事例７】（寄与度利益分割法を用いる場合） 

≪ポイント≫ （省 略） 

≪前提条件１≫ 

…………………………… 

（連結法人及び国外関連者の事業概況等） 

…………………………… 

（国外関連取引の概要等） 

…………………………… 

（連結法人及び国外関連者の機能・活動等） 

…………………………… 

（その他） 

…………………全て………………… 

≪移転価格税制上の取扱い≫ 

（比較可能性分析に基づく検討） 

…………………………… 

・ …………………………… 

【事例７】（寄与度利益分割法を用いる場合） 

≪ポイント≫ （同 左） 

≪前提条件１≫ 

…………………………… 

（連結法人及び国外関連者の事業概況等） 

…………………………… 

（国外関連取引の概要等） 

…………………………… 

（連結法人及び国外関連者の機能・活動等） 

…………………………… 

（その他） 

…………………すべて………………… 

≪移転価格税制上の取扱い≫ 

（比較可能性分析に基づく検討） 

…………………………… 

・ …………………………… 
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改  正  後 改  正  前 

・ …………………………… 

・ …………………全て………………… 

・ …………………………… 

・ …………………………… 

（独立企業間価格の算定方法の選定） 

…………………………… 

≪解説≫ 

…………………………… 

 

（参考）分割対象利益等について 

…………………全て………………… 

 

≪前提条件２≫ （省 略） 

 

≪前提条件３≫ 

…………………………… 

≪移転価格税制上の取扱い≫ 

（比較可能性分析に基づく検討） 

…………………………… 

・ …………………………… 

・ …………………………… 

・ …………………………… 

・ …………………………… 

・ …………………影響を及ぼしており、かつ、その影響が軽微ではないと認め

られる………………… 

・ …………………………… 

・ …………………………… 

・ …………………すべて………………… 

・ …………………………… 

・ …………………………… 

（独立企業間価格の算定方法の選定） 

…………………………… 

≪解説≫ 

…………………………… 

 

（参考）分割対象利益等について 

…………………すべて………………… 

 

≪前提条件２≫ （同 左） 

 

≪前提条件３≫ 

…………………………… 

≪移転価格税制上の取扱い≫ 

（比較可能性分析に基づく検討） 

…………………………… 

・ …………………………… 

・ …………………………… 

・ …………………………… 

・ …………………………… 

・ …………………影響を及ぼしていると認められる………………… 

 

・ …………………………… 
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改  正  後 改  正  前 

（独立企業間価格の算定方法の選定） 

…………………………… 

≪解説≫ （省 略） 

（独立企業間価格の算定方法の選定） 

…………………………… 

≪解説≫ （同 左） 

【事例８】（残余利益分割法を用いる場合） 

≪ポイント≫ （省 略） 

≪前提条件≫ （省 略） 

≪移転価格税制上の取扱い≫ （省 略） 

≪解説≫ 

…………………………… 

 

（参考）残余利益分割法に準ずる方法について 

…………………（同項第 7号）となる。 

…………………………… 

【事例８】（残余利益分割法を用いる場合） 

≪ポイント≫ （同 左） 

≪前提条件≫ （同 左） 

≪移転価格税制上の取扱い≫ （同 左） 

≪解説≫ 

…………………………… 

 

（参考）残余利益分割法に準ずる方法について 

…………………（同項第 4号）となる。 

…………………………… 

【事例９】（ディスカウント・キャッシュ・フロー法に準ずる方法と同等の方法を用い

る場合） 

 

≪ポイント≫ 

無形資産の譲渡取引について、独立企業間価格の算定に当たりディスカウン

ト・キャッシュ・フロー法に準ずる方法と同等の方法が最も適切な方法と認めら

れる事例 

 

≪前提条件≫ 

（新 設） 
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改  正  後 改  正  前 

 

（連結法人及び国外関連者の事業概況等） 

連結法人Ｐ社は、世界各地でグローバルに多様な製品の製造販売を行ってお

り、10年前に製品Ａの製造販売子会社であるＸ国法人Ｓ社を設立した。 

製品Ａは、Ｐ社の研究開発活動の成果である独自技術が用いられて製造された

製品である。 

（国外関連取引の概要等） 

Ｐ社は、Ｓ社に対して製品Ａの製造に係る特許権及び製造ノウハウ（Ｐ社の研

究開発活動により生み出された独自技術）の使用許諾を行い、Ｓ社は、Ｘ国で原

材料等を購入して製品Ａの製造を行い、Ｘ国の第三者に販売していた。 

Ｘ国における製品Ａの業績は非常に好調であり、今後も高水準の需要が見込ま

れることから、Ｐ社は、Ｓ社が製品Ａに関する事業責任を全般的に管理する方が

効果的・効率的に事業運営できると考え、Ｓ社に対して、当該特許権及び製造ノ

ウハウを譲渡した。当該譲渡取引は、取引時において支払対価の総額が確定され

て行われたものである。 

（連結法人及び国外関連者の機能・活動等） 

〔無形資産譲渡前〕 

Ｓ社には研究開発部門はなく、Ｓ社が行う製品Ａの製造はＰ社から供与された

 

特許権及び製造

ノウハウの譲渡 
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改  正  後 改  正  前 

Ｐ社の独自技術に基づいて行われていた。 

また、Ｓ社は、独自性のある広告宣伝・販売促進活動を行っていないが、自ら

の販売計画に従って、一定の在庫を保有して管理し、Ｘ国において販売していた。 

〔無形資産譲渡後〕 

Ｓ社は、引き続き、自ら研究開発活動を行うことなくＰ社から譲り受けた特許

権及び製造ノウハウを使用して製品Ａの製造を行い、第三者に販売している。そ

の他Ｓ社の販売活動における機能に変化はない。 

 

≪移転価格税制上の取扱い≫ 

（比較可能性分析に基づく検討） 

独立企業間価格の算定に当たっては、措置法第 68条の 88第 2項の規定により

最も適切な方法を事案に応じて選定する必要があることから、措置法通達 68 の

88(2)‐1、同 68の 88 (3)‐1、同 68の 88 (3)‐3、連結指針 4‐1等に基づく検

討を行い、その結果は次のとおりである。 

・ Ｐ社がＳ社に対して譲渡した特許権及び製造ノウハウは、Ｐ社の研究開発活

動によって生み出された独自技術であり、製品Ａの製造販売事業の所得の源泉

となる無形資産である。 

  収集できる範囲の情報からは、独立価格比準法と同等の方法並びにＰ社又は

Ｓ社を検証対象の当事者とする再販売価格基準法と同等の方法、原価基準法と

同等の方法及び取引単位営業利益法と同等の方法を適用する上での比較対象

取引の候補を見いだすことができない。 

  なお、これらの方法に準ずる方法と同等の方法を適用する上での比較対象取

引の候補も見いだすことができない。 

・ また、当該国外関連取引に係る事業は、高度に統合されたものではなく、Ｐ

社及びＳ社の双方による独自の価値ある寄与が認められないことから、当該国

外関連取引については、利益分割法と同等の方法（これに準ずる方法と同等の
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改  正  後 改  正  前 

方法を含む。）が適合すると考えられる取引形態に該当しない。 

・ Ｘ国における製品Ａの製造販売事業について、Ｐ社及びＳ社の取締役会で承

認された事業計画や譲渡対象の特許権の残存有効期間、技術の陳腐化状況等か

らＸ国における製品Ａの製造販売事業に係る利益を合理的に予測することが

できる。 

  また、Ｓ社は、単純な製造販売機能しか有していないため、Ｓ社が当該特許

権及び製造ノウハウを有しない場合のＳ社の機能に見合う通常の予測利益を

製品Ａの製造販売事業全体の予測利益から控除し、残余の予測利益を当該特許

権及び製造ノウハウに係る予測利益とすることで、合理的に当該特許権及び製

造ノウハウに係る予測利益の金額を計算することができる。 

・ 上記によって計算された特許権及び製造ノウハウに係る予測利益の金額につ

き、Ｓ社の事業に関する市場データ等から合理的と認められる割引率を用いて

国外関連取引時における割引現在価値を算出できる。 

（独立企業間価格の算定方法の選定） 

上記の検討結果から、当該特許権及び製造ノウハウに係る予測利益の金額につ

いて合理的に予測することが可能であり、当該予測利益の金額に合理的と認めら

れる割引率を用いて譲渡時の当該特許権及び製造ノウハウの割引現在価値を算

出することができると認められる。したがって、本事例では、ディスカウント・

キャッシュ・フロー法に準ずる方法と同等の方法を最も適切な方法として選定

し、独立企業間価格を算定することが妥当と認められる。 

 

≪解説≫ 

１ 独立企業間価格の算定方法の選定及び比較可能性分析を行う場合に留意す

べき点等については、【事例１】解説参照。 

 

２ ディスカウント・キャッシュ・フロー法の特徴（長所及び短所）については、
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改  正  後 改  正  前 

【事例１】解説参照。 

無形資産の譲渡取引においては、無形資産の独自性・個別性（いわゆるユニ

ークさ）により比較対象取引を選定することが困難な場合や、利益分割法が適

合すると考えられる取引形態に該当しない場合がある。しかしながら、本事例

のように無形資産の割引現在価値を適切に算出できる場合には、ディスカウン

ト・キャッシュ・フロー法と同等の方法（又はこれに準ずる方法と同等の方法）

を独立企業間価格の算定方法とすることが適切な場合がある。 

 

３ 無形資産に係る予測利益の金額について、例えば、本事例のように、連結法

人が特許権等の無形資産を国外関連者に譲渡した場合において、国外関連者

が、国外関連取引に係る事業と同種の事業を営み、市場、事業規模等が類似す

る他の法人（独自の機能を果たす法人を除く。）と同程度の製造機能及び販売

機能を有するときには、取引単位営業利益法と同様の考え方で国外関連者の機

能に見合う通常の予測利益を計算し、これを超える国外関連者の残余の予測利

益を無形資産に係る予測利益の金額として、当該予測利益の金額につき、合理

的と認められる割引率を用いて算出した各事業年度の割引現在価値の合計額

を無形資産の譲渡に係る対価の額として算定することが可能である（取引単位

営業利益法の考え方を用いる場合の比較可能性については、【事例１】を参

照。）。この場合の独立企業間価格の算定方法は「ディスカウント・キャッシュ・

フロー法に準ずる方法と同等の方法」となる。 

 

４ また、利益分割法と同様の考え方で、連結法人及び国外関連者の果たす機能

等に照らして、連結法人及び国外関連者双方が予測利益の発生に対して寄与す

る程度に基づき国外関連取引に係る事業全体の予測利益を配分し、無形資産に

係る予測利益として配分された金額を無形資産に係る予測利益の金額として、

当該予測利益の金額につき、合理的と認められる割引率を用いて算出した各事
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改  正  後 改  正  前 

業年度の割引現在価値の合計額を独立企業間価格とする方法（ディスカウン

ト・キャッシュ・フロー法に準ずる方法と同等の方法）の適用が適切なケース

がある。 

 

５ 上記３及び４の算定方法のほか、事業譲渡取引のように無形資産が他の資産

等と一体として譲渡される場合においては、譲渡の対象となる事業全体の予測

利益の金額につき、合理的と認められる割引率を用いて算出した各事業年度の

割引現在価値の合計額を事業譲渡取引の対価の額として算定できる場合があ

る（複数の取引を一の取引として独立企業間価格を算定することができる場合

については、措置法通達 68の 88(4)‐1参照。）。 

【事例１０】（差異の調整） 

≪ポイント≫ （省 略） 

≪前提条件≫ （省 略） 

≪移転価格税制上の取扱い≫ （省 略） 

≪解説≫ 

１ …………………………… 

  …………………4‐4…………………全て………………… 

  …………………………… 

  ただし、上記のような場合であっても、調整済割合に対する当該差異の影響

が軽微であると認められるときは、中央値による調整を行うことができる。 

(注) 中央値による調整は差異調整の一環であって、求められる比較可能性の

要件まで緩めることを認めるものではなく、当該要件を満たしていない取

引については、「四以上の比較対象取引」として用いることができないこ

とに留意する。 

 

２ …………………4‐4…………………生ずる………………… 

【事例９】（差異の調整） 

≪ポイント≫ （同 左） 

≪前提条件≫ （同 左） 

≪移転価格税制上の取扱い≫ （同 左） 

≪解説≫ 

１ …………………………… 

  …………………4‐3…………………すべて………………… 

  …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

２ …………………4‐3…………………生じる………………… 
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【事例１１】（研究開発及びマーケティング活動により形成された無形資産） 

≪ポイント≫ （省 略） 

≪前提条件≫ （省 略） 

≪移転価格税制上の取扱い≫ 

…………………無形資産（措置法第 68条の 88第 7項第 2号に規定する無形資

産をいう。以下【事例１１】において同じ。）が関連していると認められる。 

…………………………… 

したがって、①から③まで………………… 

 (注) 第二章(1)の【事例１１】から【事例１６】まで………………… 

≪解説≫ 

１ …………………………… 

  移転価格税制上、無形資産とは、有形資産及び金融資産以外の資産で「これ

らの資産の譲渡若しくは貸付け（･･････）又はこれらに類似する取引が独立の

事業者の間で通常の取引の条件に従って行われるとした場合にその対価の額

が支払われるべきもの」と定義されている（措置法第 68条の 88第 7項第 2号

及び措置法施行令第 39 条の 112 第 12 項）。しかしながら、連結法人又は国外

関連者の所得の源泉となる無形資産は、主に無形資産のうち重要な価値がある

と認められるものであるため、無形資産として「重要な価値」を有するかどう

かの判断が必要となる。その判断に当たっては、国外関連取引の内容や連結法

人及び国外関連者の活動・機能、市場の状況等を十分に検討する必要がある。 

  …………………3‐12前段部分）。 

  ①～③ （省 略） 

  …………………………… 

（注）上記①から③までは、調査に当たり、…………………分類したもの

である。 

 

【事例１０】（研究開発及びマーケティング活動により形成された無形資産） 

≪ポイント≫ （同 左） 

≪前提条件≫ （同 左） 

≪移転価格税制上の取扱い≫ 

…………………無形資産が関連していると認められる。 

 

…………………………… 

したがって、①～③………………… 

 (注) 第二章(1)の事例 10から事例 15………………… 

≪解説≫ 

１ …………………………… 

  移転価格税制上、無形資産については、「令第 183 条第３項第１号イからハ

までに掲げるもののほか、顧客リスト、販売網等の重要な価値のあるもの」と

定義しているが（措置法通達 68の 88(3)‐3(注)1）、無形資産として「重要な

価値」を有するかどうかの判断に当たっては、国外関連取引の内容や連結法人

及び国外関連者の活動・機能、市場の状況等を十分に検討する必要がある。 

 

 

 

 

  …………………3‐11前段部分）。 

  ①～③ （同 左） 

  …………………………… 

（注）連結指針 3‐11 の前段部分は、無形資産が関係する取引が複雑・多

様化してきていることから、調査に当たり、…………………分類した

ものであり、無形資産の定義を新たに設けたものではない。 
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改  正  後 改  正  前 

  …………………3‐12後段部分）。 

  …………………………… 

 

２ …………………………… 

また、いわゆる「のれん」や「継続事業価値」については、個々の事案の状

況に照らし、比較可能な状況で非関連者がそのような「のれん」や「継続事業

価値」に対価を支払うか等を検討する必要があることに留意する。 

 

（参考） 

  移転価格税制上の無形資産は、措置法第 68条の 88第 7項第 2号において定

義されているが、ＯＥＣＤ移転価格ガイドライン第６章（2017年 7月版）に記

述されている無形資産の内容と同義である。そのため、市場の特殊性のように、

連結法人又は国外関連者により所有又は支配されないものは、無形資産に該当

しない。 

 

 

  …………………3‐11後段部分）。 

  …………………………… 

 

２ …………………………… 

   

 

 

 

（参考） 

移転価格税制上の無形資産は、措置法通達 68 の 88(3)‐3(注)1 において定

義されているが、次の表のとおり、ＯＥＣＤ移転価格ガイドライン第６章（1996

年公表）に記述されている無形資産の内容と同義である。 

なお、米国の財務省規則§1.482‐4(b)の定義規定と比較した場合において

も乖離するものではない。 

 

無形資産に係る定義規定の比較 
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改  正  後 改  正  前 

 

（注）上記の比較表は、無形資産の定義項目等を分かりやすく羅列したもので

あり、各規定の内容をそのまま引用したものではない。 

【事例１２】（販売網及び品質管理ノウハウに関する無形資産） 

≪ポイント≫ （省 略） 

≪前提条件≫ 

…………………………… 

（連結法人及び国外関連者の事業概況等） 

…………………………… 

（国外関連取引の概要等） 

…………………全て………………… 

（連結法人の機能・活動等） 

…………………………… 

（国外関連者の機能・活動等） 

…………………………… 

≪移転価格税制上の取扱い≫ （省 略） 

【事例１１】（販売網及び品質管理ノウハウに関する無形資産） 

≪ポイント≫ （同 左） 

≪前提条件≫ 

…………………………… 

（連結法人及び国外関連者の事業概況等） 

…………………………… 

（国外関連取引の概要等） 

…………………すべて………………… 

（連結法人の機能・活動等） 

…………………………… 

（国外関連者の機能・活動等） 

…………………………… 

≪移転価格税制上の取扱い≫ （同 左） 
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≪解説≫ 

…………………【事例１１】解説参照。 

…………………………… 

≪解説≫ 

…………………【事例１０】解説参照。 

…………………………… 

【事例１３】（従業員等の事業活動を通じて企業に蓄積されたノウハウ等の無形資

産） 

≪ポイント≫ （省 略） 

≪前提条件≫ （省 略） 

≪移転価格税制上の取扱い≫ （省 略） 

≪解説≫ 

１ …………………3‐9(1)本文）。 

  …………………3‐9(1)（注））。 

  …………………3‐12）。 

 

（参考）連結指針 3‐12（抄） 

…………………………… 

（注）…………………3‐9(1)の注書に留意する。 

 

２ （省 略） 

【事例１２】（従業員等の事業活動を通じて企業に蓄積されたノウハウ等の無形資

産） 

≪ポイント≫ （同 左） 

≪前提条件≫ （同 左） 

≪移転価格税制上の取扱い≫ （同 左） 

≪解説≫ 

１ …………………3‐8(1)本文）。 

  …………………3‐8(1)（注））。 

  …………………3‐11）。 

 

（参考）連結指針 3‐11（抄） 

…………………………… 

（注）…………………3‐8(1)の注書きに留意する。 

 

２ （同 左） 

【事例１４】（無形資産の形成・維持・発展への貢献） 

≪ポイント≫ （省 略） 

≪前提条件≫  

…………………………… 

（連結法人及び国外関連者の事業概況等） 

…………………………… 

（国外関連取引の概要等） 

【事例１３】（無形資産の形成・維持・発展への貢献） 

≪ポイント≫ （同 左） 

≪前提条件≫ 

…………………………… 

（連結法人及び国外関連者の事業概況等） 

…………………………… 

（国外関連取引の概要等） 
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…………………………… 

（連結法人及び国外関連者の機能・活動等） 

…………………全て………………… 

（特許権の取得等） 

…………………………… 

≪移転価格税制上の取扱い≫ 

…………………3‐13）。 

≪解説≫ 

…………………【事例１１】解説参照。 

…………………3‐13）。 

…………………………… 

…………………………… 

（連結法人及び国外関連者の機能・活動等） 

…………………すべて………………… 

（特許権の取得等） 

…………………………… 

≪移転価格税制上の取扱い≫ 

…………………3‐12）。 

≪解説≫ 

…………………【事例１０】解説参照。 

…………………3‐12）。 

…………………………… 

【事例１５】（無形資産の形成費用のみ負担している場合の取扱い） 

≪ポイント≫ （省 略） 

≪前提条件≫ 

…………………………… 

（連結法人及び国外関連者の事業概況等） 

…………………………… 

（国外関連取引の概要等） 

…………………………… 

（連結法人及び国外関連者の機能・活動等） 

…………………全て…………………全て………………… 

≪移転価格税制上の取扱い≫ （省 略） 

≪解説≫ 

…………………【事例１１】解説参照。 

…………………3‐13）。 

…………………3‐13）。 

【事例１４】（無形資産の形成費用のみ負担している場合の取扱い） 

≪ポイント≫ （同 左） 

≪前提条件≫ 

…………………………… 

（連結法人及び国外関連者の事業概況等） 

…………………………… 

（国外関連取引の概要等） 

…………………………… 

（連結法人及び国外関連者の機能・活動等） 

…………………すべて…………………すべて………………… 

≪移転価格税制上の取扱い≫ （同 左） 

≪解説≫ 

…………………【事例１０】解説参照。 

…………………3‐12）。 

…………………3‐12）。 
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…………………【事例２３】参照。）。 …………………【事例２２】参照。）。 

【事例１６】（出向者が使用する連結法人の無形資産） 

≪ポイント≫ （省 略） 

≪前提条件≫ 

…………………………… 

（連結法人及び国外関連者の事業概況等） 

…………………………… 

（連結法人及び国外関連者の機能・活動等） 

…………………全て………………… 

≪移転価格税制上の取扱い≫ （省 略） 

≪解説≫ 

…………………【事例１１】解説参照。 

…………………………… 

【事例１５】（出向者が使用する連結法人の無形資産） 

≪ポイント≫ （同 左） 

≪前提条件≫ 

…………………………… 

（連結法人及び国外関連者の事業概況等） 

…………………………… 

（連結法人及び国外関連者の機能・活動等） 

…………………すべて………………… 

≪移転価格税制上の取扱い≫ （同 左） 

≪解説≫ 

…………………【事例１０】解説参照。 

…………………………… 

【事例１７】（連鎖取引における利益分割法の適用範囲） 

≪ポイント≫ （省 略） 

≪前提条件≫ 

…………………………… 

（連結法人及び国外関連者の事業概況等） 

…………………………… 

（国外関連取引の概要等） 

…………………全て………………… 

（連結法人及び国外関連者の機能・活動等） 

…………………全て………………… 

≪移転価格税制上の取扱い≫ （省 略） 

≪解説≫ 

【事例１６】（連鎖取引における利益分割法の適用範囲） 

≪ポイント≫ （同 左） 

≪前提条件≫ 

…………………………… 

（連結法人及び国外関連者の事業概況等） 

…………………………… 

（国外関連取引の概要等） 

…………………すべて………………… 

（連結法人及び国外関連者の機能・活動等） 

…………………すべて………………… 

≪移転価格税制上の取扱い≫ （同 左） 

≪解説≫ 
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…………………【事例１８】参照。）。 

なお、連鎖する取引を全て………………… 

 

（参考） 

…………………………… 

…………………【事例１７】参照。）。 

なお、連鎖する取引をすべて………………… 

 

（参考） 

…………………………… 

【事例１８】（利益分割法の適用範囲から除くことのできる取引） 

（省 略） 

【事例１７】（利益分割法の適用範囲から除くことのできる取引） 

（同 左） 

【事例１９】（分割対象利益等の算出） 

≪ポイント≫ （省 略） 

≪前提条件≫ （省 略） 

≪移転価格税制上の取扱い≫ （省 略） 

≪解説≫ 

…………………4‐9………………… 

【事例１８】（分割対象利益等の算出） 

≪ポイント≫ （同 左） 

≪前提条件≫ （同 左） 

≪移転価格税制上の取扱い≫ （同 左） 

≪解説≫ 

…………………4‐6………………… 

【事例２０】（人件費較差による利益の取扱い） 

（省 略） 

【事例１９】（人件費較差による利益の取扱い） 

（同 左） 

【事例２１】（市場特性、市況変動等による利益の取扱い） 

（省 略） 

【事例２０】（市場特性、市況変動等による利益の取扱い） 

（同 左） 

【事例２２】（基本的利益の計算） 

≪ポイント≫ （省 略） 

≪前提条件≫ （省 略） 

≪移転価格税制上の取扱い≫ 

…………………4‐10）。 

…………………4‐10(注)1）。 

≪解説≫ 

【事例２１】（基本的利益の計算） 

≪ポイント≫ （同 左） 

≪前提条件≫ （同 左） 

≪移転価格税制上の取扱い≫ 

…………………4‐7）。 

…………………4‐7(注)）。 

≪解説≫ 
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…………………4‐10(注)2………………… …………………4‐7(注)………………… 

【事例２３】（残余利益等の分割要因） 

（省 略） 

【事例２２】（残余利益等の分割要因） 

（同 左） 

(4) ディスカウント・キャッシュ・フロー法に準ずる方法と同等の方法の適用に当た

っての留意事項に関する事例 

（新 設） 

【事例２４】（ディスカウント・キャッシュ・フロー法に準ずる方法と同等の方法の適

用における対価の額の算定） 

 

≪ポイント≫ 

無形資産の譲渡取引について、ディスカウント・キャッシュ・フロー法に準ず

る方法と同等の方法を適用する場合の対価の額の算定に関する事例 

 

≪前提条件≫ 

 

（連結法人及び国外関連者の事業概況等） 

連結法人Ｐ社は、世界各地でグローバルに多様な製品の製造販売を行ってお

り、10年前に製品Ａの製造販売子会社であるＸ国法人Ｓ社を設立した。 

（新 設） 

 

特許権及び製造

ノウハウの譲渡 
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製品Ａは、Ｐ社の研究開発活動の成果である独自技術が用いられて製造された

製品である。 

（国外関連取引の概要等） 

Ｐ社は、Ｓ社に対して製品Ａの製造に係る特許権及び製造ノウハウ（Ｐ社の研

究開発活動により生み出された独自技術）の使用許諾を行い、Ｓ社は、Ｘ国で原

材料等を購入して製品Ａの製造を行い、Ｘ国の第三者に販売していた。 

Ｘ国における製品Ａの業績は非常に好調であり、今後も高水準の需要が見込ま

れることから、Ｐ社は、Ｓ社が製品Ａに関する事業責任を全般的に管理する方が

効果的・効率的に事業運営できると考え、Ｓ社に対して、当該特許権及び製造ノ

ウハウを譲渡した。当該譲渡取引は、取引時において支払対価の総額が確定され

て行われたものである。 

（連結法人及び国外関連者の機能・活動等） 

〔無形資産譲渡前〕 

Ｓ社には研究開発部門はなく、Ｓ社が行う製品Ａの製造はＰ社から供与された

Ｐ社の独自技術に基づいて行われていた。 

また、Ｓ社は、独自性のある広告宣伝・販売促進活動を行っていないが、自ら

の販売計画に従って、一定の在庫を保有して管理し、Ｘ国において販売していた。 

〔無形資産譲渡後〕 

Ｓ社は、引き続き、自ら研究開発活動を行うことなくＰ社から譲り受けた特許

権及び製造ノウハウを使用して製品Ａの製造を行い、第三者に販売している。そ

の他Ｓ社の販売活動における機能に変化はない。 

（その他） 

製品Ａに係る事業について、Ｐ社及びＳ社の取締役会で承認された事業計画に

より 10 年間の予測利益の金額が把握できる。Ｐ社及びＳ社は、特許権の有効期

間は 20 年間であり、特許が失効すれば製品Ａが完全に陳腐化することは明らか

であるが、有効期間内は競争力を維持できると判断し、残存有効期間である 10年
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の事業計画を作成した。Ｐ社は当該事業計画について、実績のある外部の評価機

関に検証を依頼し、その結果、当該評価機関から客観的に合理的な事業計画であ

るとの意見を得ている。 

Ｘ国における法人実効税率は 30%である。また、Ｓ社が譲り受けた特許権及び

製造ノウハウに係る減価償却費は、Ｘ国の法人税法において５年間で課税所得か

ら控除することができる。 

 

≪移転価格税制上の取扱い≫ 

Ｐ社のＳ社に対する製品Ａの製造に係る特許権等の譲渡取引について、比較可

能性分析を行ったところ、比較対象取引を見いだすことができず、また、利益分

割法と同等の方法も適用できなかったが、次の分析結果が得られた。 

当該譲渡取引について、客観的に合理的と認められる事業計画から当該特許権

等に係る予測利益の金額を合理的に予測することが可能であり、当該予測利益の

金額に合理的と認められる割引率を用いて譲渡時の当該特許権等の割引現在価

値を算出することができると認められることから、本事例では、ディスカウント・

キャッシュ・フロー法に準ずる方法と同等の方法を最も適切な方法として選定

し、独立企業間価格を算定することが妥当と認められる（ディスカウント・キャ

ッシュ・フロー法に準ずる方法と同等の方法が最も適切な方法と認められる場合

について【事例９】参照。）。 

本事例におけるディスカウント・キャッシュ・フロー法に準ずる方法と同等の

方法の適用における具体的な計算過程については、以下のとおりとなる。 

（ディスカウント・キャッシュ・フロー法に準ずる方法と同等の方法における計算

過程） 

・ Ｐ社及びＳ社の取締役会において承認された当該事業計画から、予測期間（10

年）に係る製品Ａの事業全体から生ずると見込まれる各事業年度の営業利益を

算出。 
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・ Ｓ社の単純な製造販売機能に見合う当該各事業年度の通常の予測利益を取引

単位営業利益法と同様の考え方で算出。当該各事業年度の通常の予測利益を製

品Ａの事業全体から生ずると見込まれる当該各事業年度の営業利益から控除

した残余の予測利益を当該特許権等に係る当該各事業年度の営業利益とみな

し、法人実効税率に基づき計算した法人税等を控除した金額を特許権等に係る

当該各事業年度の割引前税引後営業利益として算出。 

・ 上記各事業年度における割引前税引後営業利益について、外部の市場データ

等から算出した割引率（本事例では、当該特許権等の譲渡取引前後において、

Ｓ社は製品Ａに係る事業しか行っていないことなどから、Ｓ社の加重平均資本

コスト：10%を適用）を用いて、当該各事業年度の特許権等に係る割引現在価値

を算出し、当該各事業年度の割引現在価値の合計額を算出。 

・ Ｓ社が譲り受けた当該特許権等に係る減価償却費は、Ｘ国における法人税法

上課税所得から控除されることから、Ｓ社が将来負担する法人税等の金額の減

少効果が生ずると見込まれるため、当該減少効果によって生ずる特許権等に係

る割引現在価値の増加金額を考慮して法人税等の減少効果考慮後の特許権等

に係る割引現在価値の合計額を算出する。 

・ 上記の計算の結果、算出された法人税等の減少効果考慮後の特許権等に係る

割引現在価値の合計額が、ディスカウント・キャッシュ・フロー法に準ずる方

法と同等の方法の適用によって算定される当該特許権等の譲渡取引に係る対

価の額となる。 

 

≪解説≫ 

１ ディスカウント・キャッシュ・フロー法に準ずる方法と同等の方法の適用に

当たっては、予測利益の金額のような独立企業間価格を算定するための前提と

なる事項について、検証可能で合理的なものである必要があり、その合理性に

ついては、連結指針 4‐13を基に検証する必要があることに留意する。 
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２ 無形資産に係る予測利益の金額について、本事例では、取引単位営業利益法

と同様の考え方で国外関連者の機能に見合う通常の予測利益を計算し、これを

超える国外関連者の残余の予測利益を無形資産に係る予測利益の金額の計算

における基礎として、独立企業間価格を算定している（【事例９】解説３参照。）。 

 

３ 独立企業間価格を算定する際に用いる割引率については、国外関連取引に係

る事実、予測利益の金額の計算内容、国外関連取引に係る事業のリスク（予測

利益の金額の変動リスクを含む。）等個々の状況に応じて割引率が合理的と認

められるものかどうかを検討する。この場合において、例えば、国外関連取引

が無形資産の譲渡取引の場合で、譲受人が製造業を行っているときには、当該

無形資産を使用して製造した製品が属する事業のリスク（当該無形資産に係る

予測利益の金額の変動リスクを含む。）に応じた期待収益率や加重平均資本コ

スト等個々の状況に応じて合理的と認められる割引率を用いているかどうか

を検討することとなる（連結指針 4‐13(3)）。 

  本事例では、当該特許権等の譲渡取引前後において、Ｓ社は製品Ａに係る事

業しか行っていないことなどから、Ｓ社の加重平均資本コストを合理的と認め

られる割引率として用いることによって合理的に独立企業間価格を算定でき

るものとしている。しかしながら、割引率については、上記のとおり、無形資

産に係る予測利益の金額の変動リスク等個々の状況に応じて合理的と認めら

れるものかどうかを検討する必要があることに留意する。 

 

（参考） 

１ 本事例での対価の額の計算過程をイメージで示すと、次の表のようになる。

ただし、当該計算過程は例示であり、個々の事案によって計算過程は異なり得

ることに留意する。 
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(注)１ Ｎ事業年度末に無形資産の譲渡取引が行われたものとしている。 

  ２ 売上高の成長率は毎期３%、売上高営業利益率は毎期 20%と仮定している。 

  ３ 利益は年間を通じて平均的に発生するものと仮定して、事業年度の中間点

で発生するもの（期央主義）として現価係数の計算を行っている。特許権等

の償却による法人税等の減少効果の計算も同様である。 

 

２ 加重平均資本コスト（Weighted Average Cost of Capital:ＷＡＣＣ）とは、

企業の株主資本コストと有利子負債コストを加重平均することによって求め

られる資本コストであり、企業の資金調達コストであると同時に、投資家の当

○特許権等に係る割引現在価値合計額の算出（法人税等の減少効果考慮前）

N+1 N+2 N+3 ・・・・・ N+10

売上高 ① 1,000 1,030 1,061 1,305

営業利益 ② 200 206 212 261

比較対象取引に係る売上高営業利益率 ③ 7% 7% 7% 7%

取引単位営業利益法の考え方に基づく通常の
予測利益

④（①×③） 70 72 74 91

特許権等に係る税引前営業利益 ⑤（②－④） 130 134 138 170

法人税等（Ｘ国における法人実効税率） ⑥（⑤×30%） 39 40 41 51

特許権等に係る割引前税引後営業利益 ⑦（⑤－⑥） 91 94 97 119

現価係数（ＷＡＣＣ10%） ⑧ 0.953 0.867 0.788 0.404

特許権等に係る割引現在価値 ⑨（⑦×⑧） 87 81 76 48

657

○特許権等の償却による法人税等の減少効果を算出

N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

償却率（5年均等償却） ⑩ 20% 20% 20% 20% 20%

Ｘ国における法人実効税率 ⑪ 30% 30% 30% 30% 30%

現価係数（ＷＡＣＣ10%） ⑧ 0.953 0.867 0.788 0.716 0.651

法人税等の減少効果の割引現在価値 ⑫（⑩×⑪×⑧） 5.72% 5.20% 4.73% 4.30% 3.91%

23.85%

○特許権等に係る割引現在価値合計額を算出（法人税等の減少効果考慮後）

657

23.85%

863 ←657/（1-23.85%）

特許権等に係る割引現在価値合計額

特許権等の償却による法人税等の減少効果合計

法人税等の減少効果考慮後の特許権等に係る割引現在価値
合計額（特許権等の譲渡対価の額）

特許権等に係る割引現在価値合計額
（N+1からN+10事業年度の⑨の合計）

法人税等の減少効果の割引現在価値合計（N+1からN+5事業年度の⑫の合計）

事業年度

事業年度

・・・・・
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該企業に対する期待収益率である。ここで、株主資本コストとは、株主の当該

企業に対する期待利回りであり、資本資産評価モデル（Capital Asset Pricing 

Model：ＣＡＰＭ）に基づき算定される場合がある。 

  ＣＡＰＭでは、株主資本コストは、「安全利子率＋β×市場リスク・プレミア

ム」の算式により求められる。ここで、βとは、株式市場全体の利回りに対す

る個別株式の利回りの連動性の度合いをいい、安全利子率については長期国債

利回り、市場リスク・プレミアムについては過去の株式市場の収益率と長期国

債利回りの差、βについては株価及び株価指数データ等に基づいて推定するの

が一般的であるとされている（日本公認会計士協会「経営研究調査会研究報告

第 32号企業価値評価ガイドライン」参考）。 

(5) 特定無形資産国外関連取引に係る価格調整措置に関する事例 （新 設） 

【事例２５】（特定無形資産国外関連取引に係る価格調整措置） 

 

≪ポイント≫ 

特定無形資産国外関連取引の対価の額を算定するための前提となった事項に

ついてその内容と相違する事実が判明した場合に、特定無形資産国外関連取引に

係る価格調整措置を適用するときの取扱いに関する事例 

 

≪前提条件≫ 

（新 設） 
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（連結法人及び国外関連者の事業概況等） 

連結法人Ｐ社は、世界各地でグローバルに多様な製品の製造販売を行ってい

る。Ｐ社は、新規事業として主にＸ国の顧客向けに販売が見込まれる製品Ａにつ

いて国内で研究開発活動を行っていた。Ｘ国における製品Ａの販売に係る認可を

取得したことにより、Ｘ国における製品Ａの商業化の目途が立ったため、製品Ａ

の製造販売子会社であるＸ国法人Ｓ社を設立した。 

Ｓ社は、製品ＡをＸ国内で製造し、Ｘ国内の第三者に販売している。 

製品Ａは、Ｐ社の研究開発活動の成果である独自技術が用いられて製造された

製品である。 

（国外関連取引の概要等） 

製品ＡはＸ国の顧客向けに販売されるものであることから、Ｓ社が製品Ａに関

する事業責任を全般的に管理することで、効果的・効率的に事業運営を行うため、

Ｐ社は、Ｓ社に対して製品Ａの製造に関する特許権及び製造ノウハウを譲渡し

た。 

当該譲渡取引の対価の額については、最も適切な方法としてディスカウント・

キャッシュ・フロー法に準ずる方法と同等の方法を適用して算定している。 

（国外関連者の機能・活動等） 
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Ｓ社は、特許権及び製造ノウハウの譲渡取引後、Ｘ国内で原材料等を購入し、

当該特許権及び製造ノウハウを使用して製品Ａを製造し、Ｘ国内で第三者に販売

している。なお、Ｓ社は、独自性のある広告宣伝・販売促進活動を行っていない。 

（国外関連取引後の状況） 

当該特許権及び製造ノウハウの譲渡が行われた連結事業年度から４連結事業

年度経過後の調査において、当該譲渡が行われた時にＰ社が計算した製品Ａに係

る予測利益の金額（措置法施行令第 39条の 112第 13項に規定する利益の額とし

て当該無形資産国外関連取引を行った時に予測される金額をいう。以下【事例２

５】において同じ。）と実際利益の金額が大幅に相違する事実が判明した。 

当該事実について、その相違することとなった事由を検討したところ、製品Ａ

については、Ｘ国において強い需要が見込まれるにもかかわらず、Ｐ社において

過度に保守的な販売予測を行っていたことが原因と考えられた。 

Ｐ社は、Ｘ国における製品Ａの強い需要が特段考慮されていない製品Ａの事業

計画を基にしてディスカウント・キャッシュ・フロー法に準ずる方法と同等の方

法により当該譲渡取引の対価の額を算定したが、当該譲渡取引の対価の額の算定

の際に、製品Ａが属する事業分野において実績のある複数の評価機関に対して当

該譲渡対象となる特許権及び製造ノウハウの評価を依頼したところ、当該評価機

関が作成した信頼性の確保された評価算定書では、評価実績に基づく専門知識等

から、製品Ａの強い需要により、製品Ａの販売数量は当該事業計画における販売

数量を大幅に上回る可能性がある点が指摘されており、当該事業計画における製

品Ａの販売数量が達成される確率と当該事業計画を大幅に上回る販売数量が達

成される確率をそれぞれ 50:50の割合として予測利益の金額が計算されていた。

なお、製品Ａに係る実際利益の金額は当該評価算定書の予測利益の金額に近い結

果となっていた。 

Ｐ社は、当該譲渡取引の対価の額の算定の際に当該評価算定書を入手していた

ことから、当該譲渡取引が行われた時において、当該相違することとなった事由
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について合理的に予測することが可能であったにもかかわらず、合理的な理由も

なく製品Ａの販売数量が当該事業計画における販売数量を大幅に上回る可能性

を考慮しなかった。その結果、当該相違することとなった事由の発生の可能性を

勘案することなく、当該事業計画における販売数量が 100%達成されるものとし

て、過度に保守的な予測利益の金額を計算した。 

当該譲渡取引について、ディスカウント・キャッシュ・フロー法に準ずる方法

と同等の方法により当該相違することとなった事由の発生の可能性を勘案して

対価の額を再計算したところ、当該金額は当該譲渡取引に係る対価の額の 120%を

超えている。 

 

≪移転価格税制上の取扱い≫ 

Ｐ社がＳ社に対して譲渡した特許権等は、Ｐ社の研究開発活動によって生み出

された独自技術であり、その独自性・個別性（ユニークさ）により経済競争上の

優越的な立場をもたらし得るものであるため、比較対象取引を見いだすことが困

難なもので、かつ、重要な価値を有し所得の源泉となる無形資産である。また、

当該譲渡取引について、ディスカウント・キャッシュ・フロー法に準ずる方法と

同等の方法が最も適切な方法として選定されており、その独立企業間価格を算定

するための前提となる事項の予測について、Ｐ社にとっては、新規事業に参入す

るもので、予測の基礎となる過去の収益実績がなく、参照できる他社の収益実績

もないことから、その内容について著しく不確実な要素を有しているものと認め

られる（ディスカウント・キャッシュ・フロー法に準ずる方法と同等の方法を用

いる場合の留意事項については【事例９】参照。）。したがって、当該譲渡取引は

特定無形資産国外関連取引に該当する。 

製品Ａに係る予測利益の金額と実際利益の金額が大幅に相違することとなっ

た事由については、当該譲渡取引の対価の額の算定の際に、実績のある外部の評

価機関が作成した信頼性の確保された評価算定書において、製品Ａの販売数量は
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製品Ａの事業計画における販売数量を大幅に上回る可能性が指摘されており、Ｐ

社においても当該評価算定書を入手していたことから、取引時において合理的に

予測できたにもかかわらず、当該相違することとなった事由の発生の可能性を合

理的な理由もなく考慮せずに過度に保守的に予測利益の金額の計算を行ってい

たものである。したがって、当該譲渡取引について、措置法第 68条の 88第 9項

の規定により特定無形資産国外関連取引に係る価格調整措置の適用が免除され

る場合には該当しない。 

特定無形資産国外関連取引の対価の額の算定につき、当該相違することとなっ

た事由の発生の可能性の計算において、当該事業計画における製品Ａの販売数量

が達成される確率と当該事業計画を大幅に上回る販売数量が達成される確率を

加重平均する方法は、当該評価算定書においても行われており、客観的な情報に

基づき、通常用いられる方法により計算されたものであると認められる。また、

当該特定無形資産国外関連取引の内容等を勘案したところ、当該特定無形資産国

外関連取引の対価の額を算定するための最も適切な方法として、ディスカウン

ト・キャッシュ・フロー法に準ずる方法と同等の方法を適用することが妥当と認

められる。 

以上から、ディスカウント・キャッシュ・フロー法に準ずる方法と同等の方法

により当該相違することとなった事由の発生の可能性等を勘案して再計算した

金額は、同条第 8項本文の規定により独立企業間価格とみなされる金額であると

認められる。また、当該金額は、当初の特定無形資産国外関連取引の対価の額の

120%を超えているため、同項ただし書の適用はなく、特定無形資産国外関連取引

に係る価格調整措置が適用される。 

 

≪解説≫ 

１ 特定無形資産国外関連取引に係る価格調整措置は、取引後において特定無形

資産国外関連取引の対価の額を算定するための前提となった事項についてそ
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の内容と相違する事実が判明したことを契機として、「当初の特定無形資産国

外関連取引の対価の額が適切に算定されていない」との推定が働き再評価を行

うことができる仕組みであることから、その適用の対象は特定無形資産に限ら

れている（措置法施行令第 39条の 112第 13項）。 

国外関連取引に係る無形資産が特定無形資産に該当するかどうかの検討に

当たっては、当該無形資産が、例えば、当該国外関連取引が行われた時におい

て、連結指針 4‐15(1)に例示される特徴を有しているなど、当該国外関連取引

が特定無形資産国外関連取引に係る価格調整措置の適用対象となる可能性が

ある場合に、措置法通達 68 の 88(9)‐1、同 68 の 88 (9)‐2 及び同 68 の 88 

(9)‐3を基にした検討を十分に行うことに留意する。 

 

２ 特定無形資産国外関連取引に係る価格調整措置の適用に当たっては、特定無

形資産国外関連取引の内容及び当該特定無形資産国外関連取引の当事者が果

たす機能その他の事情（当該相違する事実及びその相違することとなった事由

の発生の可能性を含む。）を勘案するのであるから、これらの事情を勘案せず、

単に相違することとなった事由に基づいて算出された特定無形資産の使用等

によって生じた利益の金額を予測利益の金額に置き換えて算定した金額は、独

立企業間価格とみなされる金額に該当しないことに留意する必要がある（連結

指針 4‐15(2)）。 

 

３ 上記２のとおり、独立企業間価格とみなされる金額の算定においては、相違

することとなった事由の発生の可能性を勘案する必要があり、その発生の可能

性の計算に当たっては、特定無形資産国外関連取引を行ったときにおける客観

的な事実に基づいて計算されたものであるかどうか及び通常用いられる方法

により計算されたものであるかどうかを連結指針 4‐15(3)を基に検討するこ

とに留意する必要がある。ここで、例えば、本事例において、実績のある外部
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の評価機関が作成した信頼性の確保された評価算定書でも用いられているよ

うに、相違することとなった事由の発生の可能性の計算において、それぞれの

予測される販売数量が達成される確率を加重平均して特定無形資産国外関連

取引の対価の額を算定している場合で、当該方法が、当該特定無形資産国外関

連取引が非関連者の間で行われるとしたならば通常実施されるであろう特定

無形資産の評価方法として合理的と認められるときは、客観的な事実に基づ

き、通常用いられる方法により計算されたものといえる。 

なお、外部の評価機関が作成した評価算定書であっても、当該評価算定書が

信頼性の確保されたものであるかどうかを連結指針 4‐13 に定めるディスカ

ウント・キャッシュ・フロー法の留意点を基に検証する必要があることに留意

する。 

 

４ 措置法第 68条の 88第 9項の規定により特定無形資産国外関連取引に係る価

格調整措置の適用が免除される場合に該当するかどうかの検討に当たり、相違

することとなった事由が災害その他これに類するものに該当するかどうかに

ついては、相違することとなった事由が、例えば、措置法通達 68 の 88(9)‐4

に掲げる事由に該当するかどうかを検討することに留意する。 

また、相違することとなった事由の発生の可能性を勘案して対価の額を算定

しているかどうかについては、上記３の特定無形資産国外関連取引に係る価格

調整措置を適用する場合と同様、相違することとなった事由の発生の可能性の

計算について、連結指針 4‐15(3)に準じて検討する必要がある。 

なお、同項については、特定無形資産国外関連取引を行った連結事業年度の

連結法人税申告書別表 17(4)に必要な事項を記載しているもののみ適用される

ことに留意する。 

 

（参考） 
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本事例では、特定無形資産国外関連取引が行われた連結事業年度から４連結事

業年度経過後において、当該特定無形資産国外関連取引の対価の額を算定するた

めの前提となった事項についてその内容と相違する事実が判明し、その相違する

こととなった事由の発生の可能性を勘案して対価の額を再計算した結果が、当初

の対価の額の 120%を超えているとの前提であるが、判定期間（措置法第 68 条の

88第 10項に規定する判定期間をいう。）において、特定無形資産の使用等により

生じた実際利益の額が予測利益の金額の 120%を超えないことを明らかにする書

類が連結法人から一定期間内に提出等された場合には、当該判定期間を経過する

日後において、特定無形資産国外関連取引に係る価格調整措置は適用されないこ

ととなる（措置法第 68 条の 88 第 10 項、措置法施行令第 39 条の 112 第 17 項第

1号）。 

(注) 判定期間とは、特定無形資産の使用等により生ずる非関連者収入が最初に

生じた日（その日が当該特定無形資産国外関連取引が行われた日前である場

合には、当該特定無形資産国外関連取引が行われた日）を含む連結事業年度

開始の日から 5年を経過する日までの期間をいう。 

(6) その他の事例 (4) その他の事例 

【事例２６】（企業グループ内役務提供） 

≪ポイント≫ （省 略） 

≪前提条件≫ （省 略） 

≪移転価格税制上の取扱い≫ 

…………………3‐10(1)等………………… 

≪解説≫ 

１ …………………3‐10(1) …………………3‐10(1)(注)）。 

  …………………生ずる…………………生ずる…………………3‐10(2)）。 

 

【事例２３】（企業グループ内役務提供） 

≪ポイント≫ （同 左） 

≪前提条件≫ （同 左） 

≪移転価格税制上の取扱い≫ 

…………………3‐9(1)等………………… 

≪解説≫ 

１ …………………3‐9(1) …………………3‐9(1)(注)）。 

  …………………生じる…………………生じる…………………3‐9(2)）。 
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２ …………………3‐10(3)）。 

  …………………3‐10(3)(注)1）。 

  …………………3‐10(3)(注)2）。 

 

３ 連結指針 3‐10…………………3‐11(1)…………………【事例２６】………

………… 

  3-11(1) ………………… 

  イ～チ （省 略） 

  …………………3‐11(1)の取扱いは認められない。 

  …………………3‐11(2)。【事例５】参照。）。 

  …………………3‐11(3)）。 

 

４ …………………3‐10(5) ………………… 

  …………………………… 

    …………………3‐11(1)の取扱いによるときは、3‐11(1)ト…………………

3‐11(1) ………………… 

  …………………3‐9………………… 

５ 連結指針 3‐11(1)の取扱いに係る要件等 

２ …………………3‐9(3)）。 

  …………………3‐9(3)(注)1）。 

  …………………3‐9(3)(注)2）。 

 

３ 連結指針 3‐9…………………3‐10(1) …………………【事例２３】………

………… 

  3-10(1) ………………… 

  イ～チ （同 左） 

  …………………3‐10(1)の取扱いは認められない。 

  …………………3‐10(2)。【事例５】参照。）。 

  …………………3‐10(3)）。 

 

４ …………………3‐9(5) ………………… 

  …………………………… 

…………………3‐10(1)の取扱いによるときは、3‐10(1)ト…………………

3‐10(1) ………………… 

  …………………3‐8………………… 

５ 連結指針 3‐10(1)の取扱いに係る要件等 
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６ 連結指針 3‐11(3)の取扱いに係る要件等 

 

６ 連結指針 3‐10(3)の取扱いに係る要件等 

 

【事例２７】（複数年度の考慮） 

（省 略） 

【事例２４】（複数年度の考慮） 

（同 左） 

【事例２８】（国外関連者に対する寄附金） 

≪ポイント≫ （省 略） 

≪前提条件１：国外関連者に対する寄附金の損金不算入の規定の適用がある場合≫ 

…………………………… 

≪移転価格税制上の取扱い≫ 

…………………3‐20………………… 

≪前提条件２：移転価格税制に基づく課税の対象としても検討を行う場合≫ 

…………………………… 

≪移転価格税制上の取扱い≫ （省 略） 

≪解説≫ 

…………………3‐20イ）。 

…………………………… 

【事例２５】（国外関連者に対する寄附金） 

≪ポイント≫ （同 左） 

≪前提条件１：国外関連者に対する寄附金の損金不算入の規定の適用がある場合≫ 

…………………………… 

≪移転価格税制上の取扱い≫ 

…………………3‐19………………… 

≪前提条件２：移転価格税制に基づく課税の対象としても検討を行う場合≫ 

…………………………… 

≪移転価格税制上の取扱い≫ （同 左） 

≪解説≫ 

…………………3‐19イ）。 

…………………………… 
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【事例２９】（価格調整金等の取扱い） 

≪ポイント≫ （省 略） 

≪前提条件１：非関連者間取引において同様の価格調整金等の支払が行われる場合

≫ （省 略） 

 

≪前提条件２：連結法人と国外関連者との事前の取決めに基づいて価格調整金等の

支払が行われる場合≫ 

…………………………… 

≪移転価格税制上の取扱い≫ 

…………………3‐21）。 

(注) …………………全て………………… 

≪解説≫ 

１ （省 略） 

  

２ …………………3‐21）。 

  …………………………… 

【事例２６】（価格調整金等の取扱い） 

≪ポイント≫ （同 左） 

≪前提条件１：非関連者間取引において同様の価格調整金等の支払が行われる場合

≫ （同 左） 

 

≪前提条件２：連結法人と国外関連者との事前の取決めに基づいて価格調整金等の

支払が行われる場合≫ 

…………………………… 

≪移転価格税制上の取扱い≫ 

…………………3‐20）。 

(注) …………………すべて………………… 

≪解説≫ 

１ （同 左） 

  

２ …………………3‐20）。 

  …………………………… 

【事例３０】（目標利益率に一定の範囲を設定する事例） 

≪ポイント≫ （省 略） 

≪前提条件≫ （省 略） 

≪移転価格税制上の取扱い≫ 

…………………生ずる…………………【事例３１】参照）。 

≪解説≫ 

１ …………………3‐23(1)及び(2)）。 

 

２ （省 略） 

 

【事例２７】（目標利益率に一定の範囲を設定する事例） 

≪ポイント≫ （同 左） 

≪前提条件≫ （同 左） 

≪移転価格税制上の取扱い≫ 

…………………生じる…………………【事例２８】参照）。 

≪解説≫ 

１ …………………3‐22(1)及び(2)）。 

 

２ （同 左） 

 



 

51 

 

改  正  後 改  正  前 

３ …………………生ずる…………………一定の範囲で確認………………… 

 

なお、事前確認において用いられる利益率等による一定の範囲は、事前確認

が将来における国外関連取引から生ずる利益を予測するものであることを考

慮して、事案の態様等に応じて設定されることになる。一方、調整済割合によ

り形成されるものは、定量的に把握することが困難な差異がある場合に用いら

れるものであり、適用される場面が異なることに留意する。 

また、一定の範囲を設ける場合には、いわゆる四分位法によるレンジのほ

か、比較対象取引の全てから構成されるレンジの使用が適当と認められる場合

もある。 

（注）…………………………… 

 

４ …………………………… 

(1) …………………………… 

   …………………生ずる………………… 

(2) （省 略） 

３ …………………生じる…………………一定の範囲（四分位レンジ等の一定の

範囲）で確認………………… 

 

 

 

 

 

なお、一定の範囲を設ける場合には、四分位法によるレンジ（【事例１】解

説５参照。）のほか、比較対象取引のすべてから構成されるレンジの使用が適

当と認められる場合もある。 

（注）…………………………… 

 

４ …………………………… 

(1) …………………………… 

    …………………生じる………………… 

(2) （同 左） 

【事例３１】（重要な前提条件） 

（省 略） 

【事例２８】（重要な前提条件） 

（同 左） 

 


